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第２次相模原市債権回収対策基本方針 

                               

Ⅰ 第２次相模原市債権回収対策基本方針の策定にあたって  

 

 １ これまでの取組 

本市が保有する債権に係る収入未済額が、平成２３年度決算において約１８１億円に

達する中、市民の負担の公平性と自主財源の確保を維持するため、収入未済額の削減を

図ることが重要な課題となっていた。 

こうしたことから、平成２４年４月に「相模原市債権の管理に関する条例」（以下「債

権管理条例」という。）を施行し、同年１１月には「相模原市債権回収対策基本方針」

（以下「旧基本方針」という。）を策定した。 

さらに、旧基本方針に基づき、債権管理条例の実効性を高めるための組織として「相

模原市債権回収特別対策本部」を設置し、全庁的な共通認識の下で債権回収の取組を積

極的に推進してきた。 

 

２ 取組の成果 

平成２５年４月に債権対策課を設置し、債権所管課との連携を図りながら収入未済額

の削減に向けた全庁的な取組を行った結果、平成２３年度決算において約１８１億円で

あった収入未済額は、２７年度決算では約１５４億円（※１）となり、旧基本方針に定

めた２８年度目標額（２４年１１月設定）をすでに達成した。また、旧基本方針とは別

に、毎年策定する債権回収対策等実行計画において、新たに定めた２８年度目標額 約

１４０億円についても、達成する見込みである。 

なお、具体的な取組の成果は次の通りである。 

【市税】納付お知らせセンターによる初期滞納者への電話催告、財産調査の徹底及び

捜索、公売等の強化により、収入未済額を約１９億円削減した。また、庁内職員公募制

度等による徴収業務経験者の配置等も、収入未済額の削減に効果があった。 

【国民健康保険税】差押、公売等の実施、取立訴訟を前提とした第三債務者からの債

権回収等の取組により、収入未済額を約１６億円削減した。また、平成２５年度に滞納

整理に特化した特別滞納整理班を設置したことも、収入未済額の削減に効果があった。 

【その他の債権】後期高齢者医療保険料や住宅使用料等の収入未済額を削減した債権

がある一方、生活保護費返還金や介護保険料等の収入未済額が増加している債権や契約

企業の破産等、個別の要因で発生した収入未済額（２件：約４億３，０００万円）もあ

り、全体として収入未済額は約９億円増加した。 

自力執行権のない非強制徴収債権に対する新たな取組として、債権所管課において回

収困難となった債権の一部については債権対策課に移管した上で、訴訟や支払督促等の

法的措置を行い、また、明らかに債権回収が見込めない場合は、債権放棄の措置を講じ

るなど、債権整理の手法を拡充したことも収入未済額増加の抑制に一定の効果があった。 
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※１ 年度別収入未済額                     （単位：百万円） 
区分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

市税 6,217 6,013 5,494 4,905 4,255 

国民健康

保険税 
10,566 10,693 10,563 9,908 8,870 

その他の

債権 
1,327 1,506 1,662 1,714 2,282 

合計 18,110 18,212 17,719 16,527 15,408 

  ※その他の債権は、下水道事業会計を除いている。 

※表示単位で切捨てをしていることにより、合計数値が一致しないことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 課題 

市税、国民健康保険税は、着実に収入未済額を削減してはいるが、更に債権回収を進

めるためには、徴収職員の人材育成、専門性の向上を含めた人的環境整備が必要となっ

ている。 

その他の債権は、他の業務を兼ねて債権回収を行っているケースが多く、債権回収を

行うための十分な時間を確保することが必要となっている。 

 

４ 今後の取組 

これまでの積極的な取組により、平成２７年度決算において収入未済額を約１５４億

円まで削減し、一定の成果を得ることができたことから、「相模原市債権回収特別対策

本部」は、設置要綱に基づき平成２９年９月３０日をもって廃止とする。 

なお、一部の債権においては、収入未済額が増加している等の課題もあり、第２次さ

がみはら都市経営指針 実行計画では、債権回収の強化を、具体的な数値目標を掲げたう

えで積極的な歳入確保策として位置づけていることから、第２次相模原市債権回収対策

基本方針の策定により、新たな体制のもとで、引き続き債権回収の取組を図ることとす

る。 
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Ⅱ 第２次相模原市債権回収対策基本方針  

 

 １ 趣旨 

市民の負担の公平性の確保とともに自主財源の確保を図るためには、全庁的な共通認

識の下で債権回収の取組を更に推進する必要があることから、第２次相模原市債権回収

対策基本方針（以下「第２次方針」という。）を策定するものである。 

 

 ２ 位置付け 

第２次方針は、全庁的な債権回収対策について、債権管理条例の実効性を高め、効率

的かつ効果的な取組を推進するための基本的考え方とする。 

 

 ３ 実施期間 

平成２９年４月１日から令和６年５月３１日（令和５年度決算）まで 

 

 ４ 対象債権 

  第２次方針の対象債権は、債権管理条例に規定する市の債権（強制徴収債権及び非強

制徴収債権）とする。 

 

５ 目標 

第２次方針における目標は、収入未済額の削減及び現年度における収納率の向上とす

る。 

なお、市税、介護保険料、生活保護費返還金、国民健康保険税、後期高齢者医療保険

料、保育所保育料、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住宅使用料（以下「主要８債権」と

いう。）の目標値について、平成２９年４月１日から令和２年５月３１日までの間は、

第２次さがみはら都市経営指針実行計画の数値としていたが、令和２年６月１日から令

和６年５月３１日までの間は、次に掲げる数値とする。 

その他の債権の目標値については、主要８債権の目標値を参酌して債権所管課におい

て設定する数値とする。 

 

   （１）主要８債権の収入未済額目標値 
平成３０年度実績 令和５年度目標値 

約１１３億円 ※１ 
約８５億円 ※２ 

（平成３０年度比△２５％） 

※１ 平成３０年度収入未済額約１１９億円のうち主要８債権における収入未済額 
※２ 令和５年度目標値は総合計画目標値と合致 
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（２）主要８債権の現年度収納率目標値 

債権名 令和元年度実績 令和５年度目標値 

市税 ９９．１７％ ９９．２７％ 

介護保険料 ９９．０６％ ９９．２０％ 

生活保護費返還金 ６０．２１％ ６２．００％ 

国民健康保険税 ９０．９２％ ９３．５０％ 

後期高齢者医療保険料 ９９．２６％ ９９．４２％ 

保育所保育料 ９８．９５％ ９９．０５％ 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 ８３．６２％ ８５．００％ 

住宅使用料 ９８．８９％ ９９．２０％ 

  

６ 推進体制及び主な取組 

（１） 相模原市債権回収推進会議 

債権回収対策において全庁的な取組の連携や調整を行う組織として、企画財政局

長を議長とする「相模原市債権回収推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置

する。 

推進会議は、主に、主要８債権における目標達成に向けた進行管理や取組の支援、

指導を行うとともに、組織体制の整備等債権所管課だけでは取組が困難な事案に対

応する。 

【主な取組】 

○  債権所管課の目標に対する進行管理及び支援、指導 

主要８債権について、目標達成に向けた進行管理や取組の支援、指導を行う。 

○  効果的な徴収組織体制の検討 

債権所管課の状況や意見を聴取し、全庁的な債権回収をより効果的に行うため

の組織体制等について検討する。 

○  人的環境整備に係る検討 

適正な債権管理、実効性を伴う債権回収を行うためには、徴収職員の専門性の

向上を含め、人的環境の整備が必要であることから、徴収経験のある職員や再任

用職員、任期付職員の配置等を検討する。 

 

【相模原市債権回収推進会議】 

議 長：財政局長 

副議長：税務部長、生活福祉部長 

構成員：政策課長、経営監理課長、職員課長、財政課長、税制課長、 

債権対策課長、納税課長、介護保険課長、中央生活支援課長、 

保険企画課長、国保年金課長、保育課長、子育て給付課長、 

市営住宅課長 

（注）構成員は、組織改編にあわせて随時変更します。 
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（２） 債権所管課 

債権所管課は根拠法令及び債権管理条例に基づき、各債権について適正に管理し、

債権回収の主体として積極的に取組む。 

【主な取組】 

○  適正な債権管理 

各債権の根拠法令及び債権管理条例に基づき、台帳の整備、督促、滞納処分、

強制執行、徴収停止、履行延期の特約、債権放棄等の事務処理を徹底する。 

○  未収金の発生予防 

収入未済額の削減には未収金の発生抑止が効果的であるため、納付方法の拡充

等市民が納付しやすい環境づくりや納期内納付の周知・啓発に努め、未収金の発

生予防を図る。 

○  債権回収の強化 

納期限までに納付がない場合は、各債権の根拠法令及び債権管理条例に基づき、

滞納処分や訴訟等の措置を含め、積極的に債権の早期回収を図る。 

 

（３） 債権対策課 

債権対策課は債権回収の専管組織として債権管理条例に基づく適正な債権管理、

債権回収の推進を図るため、債権所管課に対し支援、指導をする。また、債権所管

課の高額困難案件に対応する。 

【主な取組】 

○  適正な債権管理、債権回収の支援、指導 

債権所管課における適正な債権管理、債権回収や人材育成を図るため、事案ご

との実務上の指導、臨戸訪問や強制執行等の実地指導、債権回収のマニュアルの

作成支援、弁護士や税務部職員を講師とした研修実施等の取組を行う。 

○  高額困難事案の滞納整理 

債権所管課における高額困難事案については、債権所管課と債権対策課で役割

分担をしつつ相互に連携し、債権回収に取組む。また、必要に応じ債権対策課に

移管し対応する。 

 

【推進体制】 

      

 

 

 

 

 

 

 

債権回収 
推進会議 

債権対策課 債権所管課 

提案 

目標進行管理や取組の

支援、指導 

債権回収等の支援、指導 

高額困難事案移管 

指示 報告 

 


